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Ⅰ.はじめに

　認知症の医療には、地域における認知症の
診療体制の整備が必須である。そこで基本と
なるのがかかりつけ医である。かかりつけ医が
地域で将来700万人を超える認知症者に対応
することが求められていることはいうまでもな
い。しかしながらこれまでは一般の医師におい
て、どちらかといえば認知症診療は敬遠されて
きた。この問題を解決するためには大学での学
生教育が重要であることはいうまでもないが、
かかりつけの医師の認知症対応力向上研修が
必要である。そこで厚生労働省は日本医師会と
相談し、平成17年より認知症サポート医研修
の導入、平成18年よりかかりつけ認知症対応
向上研修を導入した。本章では認知症サポー

ト医の役割とその重要性について解説する。

Ⅱ.かかりつけ医とサポート医の役割

　当初認知症サポート医は、前述のようにか
かりつけ医への講習を行う者として位置づけら
れ、研修が開始された（表1）。一方かかりつ
け医は、認知症に関する正しい知識と理解を
持ち、地域で認知症の人や家族を支援すること
ができる医師として定義されている（表2）。ま
た図1に示すようにかかりつけ医の役割が定義
され、診療の質の向上を果たし、サポート医や
地域包括支援センターとの連携により、地域の
認知症の本人と家族を支え、安心して一日も長
く自宅での生活を送れるように支援することが
求められている。その際には認知症サポート医
はかかりつけ医を支援し、診療のアドバイスを
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行い、ネットワークの要となることになる（図1）。

Ⅲ.認知症サポート医の歴史と現状

　認知症ケア支援体制の整備として、早期発見・
診断、相談体制、家族支援などが検討されて
おり、医師は特に認知症の早期発見と診断に
重要な役割を果たす必要がある。真に地域医
療の最大の担い手として医師はこれでまでもか
かりつけ医として役割を果たしてきた。しかし、
認知症は専門外として、相談や診療を避けてき
た面も一部に見られた。急性期病院においても
認知症の診療に困難をきたしはじめている面も
ある。
　一方地域では都道府県の仕事として、かかり

つけ医に対して認知症対応向上研修を平成18
年度から開始した。国の企画で都道府県事業
としてサポート医研修が行われ、都道府県か
らの研修が委託された国立長寿医療研究セン
ターがサポート医の養成を行っている（図2）。
つまりかかりつけ医研修の企画運営や講師役を
第一に目的とし、また地域のネットワークリー
ダー的な役割を期待してサポート医の研修を開
始した。
　サポート医はかかりつけ医研修を支援し、地
域での診断や治療をチームでサポートし、認知
症になっても安心して地域で生活を継続できる
体制を構築できることを目的としている。地域
において、かかりつけ医に専門医を紹介したり、
自らがかかりつけ医に相談支援する機能も期待

表１　認知症サポート医の役割

（1） 都道府県・指定都市医師会を単位とした、かかりつけ医を対象とした
認知症対応力の向上を図るための研修の企画立案

（2） かかりつけ医の認知症診断等に関する相談役・アドバイザーとなるほか、
他の認知症サポート医（推進医師）との連携体制の構築

（3） 各地域医師会と地域包括支援センターとの連携づくりへの協力

➡　地域における「連携」の推進役を期待されている

表２　かかりつけ医が認知症に対して求められる役割

（1）　早期段階での発見・気づき
（2）　日常的な身体疾患対応、健康管理
（3）　家族の介護負担、不安への理解
（4）　専門医療機関への受診誘導

→ 医療連携
（5）　地域の認知症介護サービス諸機関との連携

→ 多職種協働

認知症サポート医
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図１　かかりつけ医・サポート医と地域包括支援センターの連携
（国立長寿医療研究センター編：平成28年度版認知症サポート医養成研修テキスト．130．より引用）
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図２　認知症早期対応システム構築のための研修体系

認知症早期対応システム構築のための研修体系

日本医師会 国立長寿医療研究センター

都道府県医師会 （2）認知症サポート医

（1）かかりつけ医

連携

・生涯研修カリキュラム
・研修テキストの作成　等

・認知症サポート医研修

・認知症の鑑別診断
・抑うつ状態、せん妄の治療、
　BPSD（問題行動）への対応
・主治医へ支援・アドバイス　等

（かかりつけ医へのサポート
の仕方、研修講師となる場
合の講義の仕方等が中心）

研修支援

（更新研修）・主治医認知症対応
・向上研修

連携・役割分担

・一般患者としての日常的な身体疾患対応、健康管理
・家族の介護負担・不安への理解
・認知症患者としての専門医への受診の誘導
・地域の認知症介護サービス、諸機関との連携　等

認知症サポート医



236

されている。またサポート医は地域ネットワー
クの構築や連携を支援する場合もある。当初
サポート医はかかりつけ医研修の講師役を期待
されたが、さらに地域のリーダーとしてのネット
ワークの構築役も期待されている（図3）。その
ために新たにサポート医のためのフォローアッ
プ研修会が地域によって実施されている。サ
ポート医フォローアップ研修の状況は平成28年
度では累計で11,589名、28年単年度で3,052
名となっている。
　サポート医そのものの人数より多くなってい
るが、これはフォローアップ研修の対象者がサ
ポート医だけでなく、センター医師や認知症診
療に従事する医師を含めている自治体が多いこ
とが原因だと思われる。
　その後介護老人保健施設において、認知症
短期集中リハビリ加算において、サポート医で
あることも要件の一つとなった。ここでは認知
症リハビリの指示をだす医師としての役割が位

置づけられた。
　初期集中支援チームにおけるチーム員として
の位置づけがなされた。このことにより市町村
の依頼を受けて、多くの医師がサポート医研修
を受講した。この頃より以前にも増してサポー
ト医は地域での存在感が増し、地域において
必要とされる存在となった（図4）。なお初期集
中支援チーム設置状況は平成30年4月時点で
1,718カ所（未設置23カ所）、設置率98.7%となっ
ている。こうした背景から地域では初期集中
支援チームへの理解も少しずつ進んでおり、か
かりつけ医の協力や支援も強化されている。な
お認知症サポート指導料が開始されたことによ
り、サポート医の支援チームへの参加も積極的
になってきている。
　さらに平成28年4月より、認知症ケア加算I
の人材要件としての位置づけがされた。この人
的要件に認知症診療の経験をもつ医師であり、
かつ認知症サポート医であることが要件とされ

図3　認知症サポート医の機能・役割
（国立長寿医療研究センター編：平成28年度版認知症サポート医養成研修テキスト．2．より引用）
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た。このことから病院勤務の認知症サポート医
の受講者が増加した（表3）。
　平成30年4月より、認知症サポート指導料
が導入された。地域において認知症患者の支
援体制の確保に協力する認知症サポート医が
行うかかりつけ医への指導・助言や、認知症
サポート医による指導・助言を受けたかかりつ
け医が、認知症患者の医学管理を行った場合
等について評価を設ける。厚生労働大臣が定
める施設基準を満たす保険医療機関において、
他の保険医療機関からの依頼により、認知症
を有する入院中の患者以外の患者に対し、患
者又は患者家族の同意を得て、療養上の指導
を行うとともに、当該他の保険医療機関に対し、
療養方針に係る助言を行った場合に、6月に1
回に限り所定点数を算定する。取得するには、
認知症サポート医として地域の認知症患者に対

　

　
する支援体制構築のための役割・業務を担っ
ていることが要件である。
　こうした経過を経て、認知症サポート医は
年々増加している（図5）。
　現在すでに8,216人を突破し、新オレンジプ
ランの目標である10,000人も近く目標を超える
予定である。こうした認知症サポート医は多く
の日本医師会の担当理事や本間昭先生の支援
のもとに今日に至っている。今後その数と重要
性が増すことはいうまでもない。認知症サポー
ト医の活動状況を図6に示した。多くのサポー
ト医は地域の診療や連携、初期集中のチーム
員として活動していることが示されている。そ
の重要性はいまや多大なものになっている。サ
ポート医の診療科の内訳を図7に示した。当然
ではあるが内科や精神科の医師が多数を占め
ている。

図4　認知症初期集中支援チームの概要
（国立長寿医療研究センター編：平成28年度版認知症サポート医養成研修テキスト．138．より引用）

 
 
 

 

図 4．認知症初期集中⽀援チームの概要 

（国⽴⻑寿医療研究センター編：平成 28 年度版認知症サポート医養成研修テキスト．138．より引⽤） 
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認知症患者への適切な医療の評価

身体疾患のために入院した認知症患者に対する病棟でのケアや多職種チームの介入について評価する。

（新）認知症ケア加算１ イ １４日以内の期間 １５０点（１日につき）

ロ １５日以上の期間 ３０点（1日につき）

認知症ケア加算２ イ １４日以内の期間 ３０点（1日につき）

ロ １５日以上の期間 １０点（1日につき）

・身体的拘束を実施した日は、所定点数の100分の60に相当する点数により算定。

・対象患者は、「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」におけるランクⅢ以上に該当する者。

【算定要件】

認知症ケア加算１

（1） 認知症ケアチームと連携して認知症症状を考慮した看護計画を作成し、当該計画を実施するとともに、定期的にその評価を行う。

（2） 看護計画作成の段階から、退院後に必要な支援について、患者家族を含めて検討する。

（3） 認知症ケアチームは、①週1回程度カンファレンス及び病棟の巡回等を実施するとともに、②当該保険医療機関の職員を対象とし

た認知症患者のケアに関する定期的な研修を実施する。

認知症ケア加算２

病棟において、認知症症状を考慮した看護計画を作成し、当該計画を実施するとともに、定期的にその評価を行う。

【施設基準】

認知症ケア加算１

① 以下から構成される認知症ケアチームが設置されていること。

ア 認知症患者の診察について十分な経験を有する専任の常勤医師（精神科・神経内科の経験５年以上又は適切な研修を終了）

イ 認知症患者の看護に従事した経験を５年以上有し適切な研修（600時間以上）を終了した専任の常勤看護師

ウ 認知症患者等の退院調整の経験のある専任の常勤社会福祉士又は常勤精神保健福祉士

② 身体的拘束の実施基準を含めた認知症ケアに関する手順書を作成し、保険医療機関内に配布し活用すること。

認知症ケア加算２

① 認知症患者が入院する病棟に、認知症患者のアセスメントや看護方法等について研修（９時間以上）を受けた看護師を複数名

配置すること。

② 身体的拘束の実施基準を含めた認知症ケアに関する手順書を作成し、保険医療機関内に配布し、活用すること。

平成28年度
診療報酬改定

身体疾患を有する認知症患者に対するケアの評価

図5　認知症サポート医の累計数

表3　認知症患者への適切な医療の評価
（厚生労働省：平成28年度診療報酬改定について. より引用改変）
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000115365_1.pdf
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認知症診療　　 ：「診断」、「早期発見」、「治療」などに対応
連携・相談対応 ：「かかりつけ医」、「地域包括支援センター」との連携や相談への対応
研修・啓発活動 ：「かかりつけ医や多職種研修」、「住民セミナー」への協力

[ n = 957]　H17 ～ 23までに養成研修を受けた認知症サポート医へのアンケート

認知症診療

連携・相談対応

研修・啓発活動

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

94.5％

84.0％

64.2％

5.5％

16.0％

35.8％

している していない

図7　認知症サポート医の診療科の内訳
（国立長寿医療研究センター：平成25年度老人保健健康増進等事業における調査「認知症サポート医活動実
態調査報告書」より引用）http://ham-ken.com/wp/wp-content/uploads/2015/05/7d707d6ca13ea
a80241273d155473511.pdf
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図6　認知症サポート医の活動状況
（国立長寿医療研究センター：平成25年度老人保健健康増進等事業における調査「認知症サポート医活動実
態調査報告書」より引用）http://ham-ken.com/wp/wp-content/uploads/2015/05/7d707d6ca13ea
a80241273d155473511.pdf
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Ⅳ.認知症サポート医
　 フォローアップ事業
1．認知症サポート医先進地
　認知症サポート医は最近では上述したよう
に、初期集中支援チームのチーム員会議への
出席が求められている。そのため地域でのサ
ポート医の存在感が高まっている。参加してい
る医師は大きな役割をもち、地域のリーダーと
なっている。当初我々が想像したよりはるかに
大きな意義がある。これも厚労省の施策による
ところが大きい。
　たとえば鹿児島県薩摩川内市では、サポート
医の支援によりDASC21を用いた認知症ならび
にMCIのスクリーニングが行われている。単な
る認知症の疑いによる通報に留まらず、市の事
業として高齢者の全数把握が行われており、認
知症ならびにMCIの掘り起こしにつながってい
る。その意義は大きい。

Ⅴ.おわりに

　認知症のサポート医、かかりつけ医の役割に
ついて述べ、さらにその地域での連携システム
についてまとめた。今後の地域での活動や展開
が期待されている。今後かかりつけ医師、サポー
ト医は地域での認知症の医療とケアに大きく関
与することが期待される。そのために認知症サ
ポート医のフォローアップ研修も地域によって実
施されており、その活躍に期待したい。
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